
日時 令和７年２月１７日(月)
午後７時００分 〜

場所 会場とオンラインの併用開催
【会場】甲府市役所 本庁舎６階 大会議室
【オンライン】Zoom ミーティング

産 業 部 林 政 課
まちづくり部 都市計画課

甲 府 市

宅地造成及び特定盛土等規制法
(盛土規制法) に関する説明会

１ 盛土規制法の概要 p.2

２ 盛土規制法に基づく甲府市の規制区域 (案) p.10

３ 盛土規制法の規制内容 p.14

４ 盛土規制法に基づく許可申請の手続き p.24

５ 盛土等に関する工事の許可・届出の窓口と事務の流れ p.49

６ 不法・危険盛土等に対する罰則 p.53

７ 盛土規制法の規制開始時における届出等の手続き p.57

説明内容
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１ 盛土規制法の概要

 盛土規制法制定の背景及び必要性 p.3

 盛土規制法の特徴 p.4
− ① スキマのない規制
− ② 盛土等の安全性の確保
− ③ 責任の所在の明確化、④ 実効性のある罰則

 甲府市における盛土等に関する規制 p.8

 盛土規制法に関する国及び甲府市の情報 p.9
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盛土規制法制定の背景及び必要性

 宅地の安全確保、森林機能の確保、農地の保全等を目的とした各法律により、開発を規制
→ 各法律の目的の限界等から、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが存在

（一部の地方公共団体では、条例を制定して対応）
【参考】熱海市伊豆山地区の土石流発生箇所

→ 森林法の許可、静岡県土採取等規制条例の届出の対象 ／ 廃棄物処理法による廃棄物投棄禁止

 静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、土石流が発生
→ 甚大な人的・物的被害（令和３年７月）

 盛土の総点検において、全国で約3.6万箇所を目視等により点検
（令和４年３月）

盛土をめぐる現状

死者・行方不明者28名、住宅被害98棟

R3.7月 静岡県熱海市

制度上の課題

 盛土等による災害から国⺠の生命・⾝体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的
も含めて抜本的に改正し、土地の用途（宅地、森林、農地等）にかかわらず、危険な盛土等
を全国一律の基準で包括的に規制（通称「盛土規制法」）

 国土交通大臣及び農林水産大臣が盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針を策定し、
その方針の下、都道府県知事等が規制を実施

危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度が必要
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盛土規制法の特徴

① スキマのない規制
・土地の用途にかかわらず、危険な盛土等により人家等に危害

を及ぼしうるエリアを規制区域として指定
・農地や森林における造成や土石の一時的な堆積も、許可の

対象に追加

② 盛土等の安全性の
確保

・地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を
設定

・許可基準に沿った安全対策の履行を確認するため、定期報告
及び中間検査を追加

③ 責任の所在の明確化
・土地所有者等が安全な状態を維持する責務を有することを

明確化
・土地所有者等に加え、工事施行者等の原因行為者にも是正

措置等を命令

④ 実効性のある罰則
・無許可行為や命令違反等に対する罰則を高い水準に強化

(最大で懲役３年以下・罰金1,000万円以下・法人重科３億円
以下)

盛土規制法では、都道府県知事等が規制区域を指定することにより、規制区域
内で行われる盛土等を許可対象とするとともに、既存の危険な盛土等について
も是正勧告の対象とすることが可能（令和５年５月26日施行）
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盛土規制法の特徴 ｜ ① スキマのない規制

 都道府県知事等が、危険な盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリアを規制区域と
して指定 (規制区域は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の二つ)
※ 「都道府県知事等」とは、都道府県知事、指定都市・中核市の⻑（甲府市においては甲府市⻑）

 規制区域指定に市町村が関与できる仕組みを導入 (指定の際の市町村への意見聴取、市町村
からの指定の申出)

 都道府県等は、定期的に、規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要
な基礎調査を実施

 規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象とする
 宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積について

も規制
※ 許可された盛土等については、①所在地等の一覧を公表するとともに、②現場での標識掲出を

義務化し、無許可行為の早期の摘発につなげる。

規制対象

規制区域

(参考) 改正前の宅地造成工事規制区域※

【規制対象】
● 宅地を造成するための

盛土・切土
【規制区域のイメージ】

主に、丘陵地にある
市街地 (または今後市街
地になりうる土地) の
区域

盛土規制法に基づく規制区域
【規制対象】
● 土地 (森林や農地を含む) を

造成するための盛土・切土
● 土捨て行為や一時的な堆積
【規制区域のイメージ】

改正前の宅地造成工事規制区域
に加えて、土砂流出等により
人家等に危害を及ぼしうる、
森林、農地、平地部の土地

宅地造成工事規制区域
(改正前) のイメージ

盛土規制法に基づく
規制区域のイメージ

※ 甲府市は指定なし

農地

森林

平地部

(下線部) ：規制を強化する部分
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工事完了

排水施設の設置

＜一時的な堆積＞
（主な安全基準）
 地盤の勾配
 堆積の高さ
 空地の確保 等

■ 災害防止のための安全基準の設定

盛土
地山

＜盛土・切土＞
（主な安全基準）
 擁壁の設置
 排水施設の設置
 盛土の締固め 等

盛土規制法の特徴 ｜ ② 盛土等の安全性の確保

 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
※ 許可に当たっては、工事主の資力及び信用、工事施行者の能力についても審査

 許可に当たって、土地所有者等の同意 及び 周辺住⺠への事前周知 (説明会の開催等) を
要件化

 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
①施行状況の定期報告、②施行中の中間検査 及び ③工事完了時の完了検査を実施
※ 地域の実情に応じ、条例で、許可基準の強化のほか、定期報告の頻度や内容、中間検査の対象

項目等の上乗せができる旨の規定を措置

許可基準
・手続き

中間検査
完了検査

■ 工事施行中・完了時の安全確認

工事の許可

○ 中間検査
工事完了後に確認困難と
なる工程について、現地検査

擁壁
排水施設

締固め

空地の確保

境界柵

空地の確保

境界柵
堆積の高さ

地盤の勾配

○ 完了検査
安全基準への適合について現地検査
 盛土の形状
 擁壁の強度 等

○ 定期報告 工事の施行状況を３か月ごとに報告 (報告する内容：土石の堆積量 等)工事着手
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工事の適正な施工 施工後の適正な管理

機動的な是正命令

実効性のある罰則

・無許可での盛土
・安全基準違反
・検査の受検義務違反

等の違反があった場合

● 工事施行停止命令
● 災害防止措置命令

（擁壁の設置等）

 無許可、安全基準違反、命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、
条例による罰則の上限より高い水準に強化 (最大で懲役３年以下・罰金1,000万円以下)

 法人に対しても抑止力として十分機能するよう、法人重科を措置 (最大で３億円以下)

造成主
工事施行者

土地所有者等

●改善命令
（擁壁の設置等）

管理責任の明確化

※ 命令の相手方を確知できない、命令するいとまがない、命令された者が期限までに対策を実施しない等の場合には、都道府県知事等が代執行
※ 都道府県知事等による適時適切な命令発出がなされるよう、緊急時においては国が都道府県知事等に対して指示を行うことを可能に

常時安全な状態に
維持する責務

管理不全等により
安全性に問題が
生じている場合

原因行為者※ （※過去の土地所有者等）

都道府県知事等（甲府市においては甲府市⻑）

盛土規制法の特徴 ｜ ③ 責任の所在の明確化、④ 実効性のある罰則

 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を
有することを明確化
※ 「土地所有者等」とは、土地の所有者、管理者、占有者。土地が譲渡された場合でも、その時点での土地所有者等

に責務が発生

 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、
是正措置等を命令
※ 当該盛土等を行った造成主や工事施行者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象になり得る

 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び
罰金刑について、条例による罰則の上限より高い水準に強化

管理責任

監督処分

罰 則
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項目
【現行】

甲府市盛土等の処理
に関する指導要綱

【参考】
山梨県土砂の埋立て等の

規制に関する条例 (土砂条例)

令和7年4月1日 規制開始（予定）
宅地造成及び特定盛土等規制法

(通称：盛土規制法)

規制対象エリア 市内全域 県内全域 市内全域 (宅地造成等工事規制区域と
特定盛土等規制区域のどちらかに指定)

規制対象規模 面積500㎡以上かつ
高さ1ｍ超の盛土

面積3,000㎡以上かつ
高さ１ｍ超の盛土

・一定規模以上の盛土・切土
(宅地造成以外も対象) 

・一時的な土石の堆積

工事の周辺住⺠
への事前周知 - - 説明会等を開催

履行する資力・
能力の確認 - - 工事主の資力及び信用、

工事施行者の能力を確認

報告・検査 完了検査 定期報告、完了検査 定期報告、中間検査、完了検査

土地所有者の
責務 - - 常に安全な状態に維持する必要があり、

改善命令や罰則も適用可能

既存盛土等に
対する改善命令 - - 規定あり

罰則 - 懲役２年以下、罰金100万円以下 懲役３年以下、罰金1,000万円以下
(法人重科３億円以下)

甲府市における盛土等に関する規制
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盛土規制法に関する国及び甲府市の情報

▍国 (国土交通省・農林水産省・林野庁)
盛土規制法に関する総合窓口 (ポータルサイト)

https://www.mlit.go.jp/toshi/morido-portal.html
 盛土規制法の概要、法令、

施行状況などを閲覧可能
 国土交通省・農林水産省・

林野庁の各ホームページ
にも盛土規制法に関する
情報が掲載

▍甲府市
トップ ＞ まち・環境 ＞ 都市計画 ＞ 盛土規制

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shinrin/morido/moridokiseihou.html
 盛土規制法に基づく規制区域 (案) を掲載中
 規制開始に向け、順次更新

(事業者用) (一般用)

国「盛土規制法パンフレット」

甲府市 盛土規制法
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２ 盛土規制法に基づく甲府市の規制区域 (案)

 盛土規制法に基づく規制区域の指定の流れ p.11

 盛土規制法に基づく規制区域の考え方とイメージ p.12

 甲府市の規制区域 (案) p.13
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盛土規制法に基づく規制区域の指定の流れ

盛土規制法に基づく規制区域は、都道府県知事等※が、地域の地形・地質等に
関する基礎調査の結果を踏まえ、関係市町村⻑の意⾒を聴いたうえで決定

▍基礎調査の結果を踏まえた
規制区域の指定

 対象地域の土地利用や地形・地質
等に関する基礎調査を実施し、
規制区域 (案) としてとりまとめ、
公表

 規制区域を公示 (指定) することで、
盛土規制法に基づく規制 (運用) が
開始 (令和７年４月１日予定)

基礎調査の実施

規制区域の公示 (指定)

基礎調査の結果のとりまとめ

規制区域 (案) の公表

市⺠や事業者等への説明

▍甲府市の対応

令和6年11月29日
市HP公表

令和7年4月1日
予定 盛土規制法に基づく規制開始

今 回

※ 甲府市は中核市であり、規制区域指定の権限を有しているため、甲府市内については、
甲府市⻑が独自で指定を行う。
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例）
・盛土が崩落した

場合に土石流と
なって、人家等
に危害が及ぶ
可能性がある区域

盛土規制法に基づく規制区域の考え方とイメージ

市街地・市街地と
なろうとする土地の区域
例）
・都市計画区域 等

市街地・集落等に隣接・
近接する土地の区域

盛土等の崩落により
隣接・近接する保全
対象の存する土地の
区域に土砂の流出が
想定される区域

盛土等の崩落により流出した土砂
が、土石流となって渓流を流下し、
保全対象の存する土地の区域に
到達することが想定される渓流等
の上流域

森林

宅地
農地

○ 盛土規制法は、盛土等に伴う災害から国⺠の生命・身体を守るという目的の
ため、危険な盛土等の崩落により人家等に危害を及ぼしうるエリアを
規制区域として指定

○ 都道府県等においては、法律の趣旨を踏まえ、リスクのあるエリアはできる
限り広く、規制区域に指定することが重要

▍規制区域のイメージ ■ 特定盛土等規制区域
【特盛区域】

市街地や集落などから離れて
いるものの、地形等の条件から、
盛土等が行われれば人家等に
危害を及ぼしうるエリア

■ 宅地造成等工事規制区域
【宅造区域】

市街地や集落、その周辺など、
盛土等が行われれば人家等に
危害を及ぼしうるエリア
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甲府市

韮崎市

都留市

大月市

笛吹市

南アルプス市

北杜市

甲斐市

中央市

甲州市

身延町

市川三郷町

早川町

昭和町

富士川町

富士河口湖町

小菅村

丹波山村
山梨市

埼玉県

甲府市の規制区域 (案)

都市計画区域は
全域を宅造区域に指定

特盛区域はスキマなく指定
(蓋然性のない区域の除外なし)

拡大図

指定前
宅造区域の上流域 (山間部) を
特盛区域に指定

都市計画区域外は集落とその
隣接・近接する土地の区域を
宅造区域に指定

調査時期：令和5年3月〜令和6年8月

※ 規制区域（案）は、市ホームページでもご確認できます。
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shinrin/morido/kisotyousakeka.html

→市ホームページ規制区域（案）

凡 例

宅地造成等工事規制区域

特定盛土等規制区域

都市計画区域

市町村界
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宅造区域と特盛区域
の境界は 100m
メッシュにより修正



３ 盛土規制法の規制内容

 盛土規制法における主な用語の定義 p.15
 許可申請の義務化 p.16
 許可対象となる盛土等の規模 p.17
 特定盛土等規制区域内において届出対象となる p.18 

盛土等の規模
 許可または届出が不要な盛土等 p.19

− 公共施設用地内で行われる盛土等
− 通常の営農行為
− 災害の発生のおそれがないと認められる工事
− 工事現場等における土石の堆積

 許可の特例 p.23
− 都市計画法開発許可を受けた盛土等に関する工事
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盛土規制法における主な用語の定義

用語 定義

宅地
次に掲げる土地以外の土地のこと
・農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、公共施設用地（公共の用に供する施設
の用に供されている土地）

農地等 農地、採草放牧地及び森林のこと

宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更（盛土・切土）
で、政令第３条で定めるもの

特定盛土等
宅地または農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更（盛土・切土）で、当該
宅地または農地等に隣接し、または近接する宅地において災害を発生させるおそれが
大きいものとして、政令第３条で定めるもの。なお、特定盛土等は宅地造成を含む

土石の堆積 宅地または農地等において行う土石の堆積で、政令第４条で定めるもの
盛土等 宅地造成、特定盛土等または土石の堆積のこと
崖 地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地のこと（硬岩盤を除く）

擁壁等 擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設もしくは地滑り抑止ぐいまたはグラウンド
アンカーその他の土留のこと

宅地造成等
工事規制区域 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

特定盛土等
規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件等から、盛土等が行われれば
人家等に危害を及ぼしうるエリア

15



許可申請の義務化

○ 規制開始日 (令和７年４月１日予定) 以降に盛土等を行う場合は、あらかじめ
都道府県知事等の許可を受けることが必要（甲府市においては甲府市⻑）

○ 盛土等に伴う災害防止のための技術的基準への適合や工事主の資力及び信用、
工事施行者の能力等について審査を実施

▍許可申請に当たっての留意事項
 技術的基準への適合や工事主の資力及び信用、

工事施行者の能力等に関する書類を添付して申請
 許可申請に当たり、土地の所有者等全員の同意

及び周辺住⺠への事前周知 (説明会の開催等) を
要件化
※ 宅地だけでなく、農地、森林等における盛土・切土、

単なる土捨て行為、一時的な堆積についても規制
※ 特定盛土等規制区域においては、許可の代わりに

届出が必要となる場合あり
※ 都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、盛土

規制法に基づく許可を受けたものとみなされる。
ただし、その場合でも、現場での標識掲出、定期
報告、中間検査の手続きは必要

・宅地を造成するための盛土・切土
・残土処分場における盛土・切土 等

・土砂のストックヤードにおける
仮置き 等

盛土･切土

土砂の仮置き

切土
盛土

元の地形

立入禁止

例

例

▍主な規制対象

16

許可対象となる盛土等の規模

▍盛土等の高さや面積で判断
 面積だけでなく高さの規定あり
 面積が小さい盛土等であっても、高さ

の規定により許可対象となる場合が
あり、注意が必要

 許可対象のうち、定期報告や中間検査
が必要な規模は別途規定

▍特定盛土等規制区域は届出規定あり
 届出が必要な規模は p.18 を参照

行
為

宅地造成等
工事規制区域

特定盛土等
規制区域 イメージ図

土
地
の
形
質
の
変
更
（
盛
土
・
切
土
）

① 盛土で高さが
１ｍ超の崖を
生ずるもの

① 盛土で高さが
２ｍ超の崖を
生ずるもの

② 切土で高さが
２ｍ超の崖を
生ずるもの

② 切土で高さが
５ｍ超の崖を
生ずるもの

③ 盛土と切土を
同時に行い、
高さが２ｍ超の
崖を生ずるもの
(①、②を除く)

③ 盛土と切土を
同時に行い、
高さが５ｍ超の
崖を生ずるもの
(①、②を除く)

④ 盛土で高さが
２ｍ超となる
もの
(①、③を除く)

④ 盛土で高さが
５ｍ超となる
もの
(①、③を除く)

⑤ 盛土または切土
をする土地の
面積が500㎡超
となるもの
(①〜④を除く)

⑤ 盛土または切土
をする土地の
面積が3,000㎡
超となるもの
(①〜④を除く)

一
時
的
な
土
石
の
堆
積

⑥ 最大時に堆積す
る高さが２ｍ超
かつ面積が300
㎡超となるもの

⑥ 最大時に堆積す
る高さが５ｍ超
かつ面積が1,500
㎡超となるもの

⑦ 最大時に堆積す
る面積が500㎡
超となるもの

⑦ 最大時に堆積す
る面積が3,000
㎡超となるもの

○ 規制開始日 (令和７年４月１日
予定) 以降に行う盛土等で、右表
に示す規模以上のものは許可対象

○ 特定盛土等規制区域においては、
許可対象規模未満であっても届出
が必要となる場合あり

高さ

盛土

切土

高さ

切土 高さ

切土盛土

盛土 切土

面積

(盛土または切土のみの場合も含む)

高さ

面積

面積
17

盛土

(崖を生じないもの)

高さ



特定盛土等規制区域内において届出対象となる盛土等の規模

▍届出が必要な工事は盛土等の高さ
や面積で判断

 許可対象規模未満であり、右表に示す
規模以上の場合は届出が必要

▍工事の変更や完了の際は別途届出
が必要

 許可対象工事は、中間検査や定期報告、
完了検査を受ける必要があるが、届出
の場合は不要

 ただし、工事の計画を変更する場合や
工事が完了した際には、別途届出が
必要 (市施行細則で規定)

行
為 特定盛土等規制区域 イメージ図

土
地
の
形
質
の
変
更
（
盛
土
・
切
土
）

① 盛土で高さが１ｍ超の崖を生ずるもの

② 切土で高さが２ｍ超の崖を生ずるもの

③ 盛土と切土を同時に行い、高さが２ｍ
超の崖を生ずるもの
(①、②を除く)

④ 盛土で高さが２ｍ超となるもの
(①、③を除く)

⑤ 盛土または切土をする土地の面積が
500㎡超となるもの
(①〜④を除く)

一
時
的
な
土
石
の
堆
積

⑥ 最大時に堆積する高さが２ｍ超かつ
面積が300㎡超となるもの

⑦ 最大時に堆積する面積が500㎡超
となるもの

規制開始日 (令和７年４月１日予定) 
以降に、特定盛土等規制区域内で
一定規模以上の盛土等を行おうと
する場合は、工事に着手する日の
30日前までに届出が必要

高さ

盛土

切土

高さ

切土 高さ

切土
盛土

高さ

盛土

(崖を生じないもの)

盛土 切土

面積

(盛土または切土のみの場合も含む)

高さ

面積

面積
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許可または届出が不要な盛土等 ｜ 公共施設用地内で行われる盛土等

▍公共施設用地は法令で具体的に規定
具体的な公共施設用地は、盛土規制法の政令及び省令で次のとおり規定されており、
これらに該当しない土地で行われる盛土等は、盛土規制法の規制対象
 道路 (林道を含む) 、公園、河川 (法第２条第１号)
 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、

飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道または無軌条電車の用に供する施設
(政令第２条)

 雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
(昭和49年法律第101号) 第２条第２項に規定する防衛施設 (省令第１条第１項)

 国または地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、
水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落
排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設 (政令第２条、省令第１条
第２項)

道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制
法の規制対象外となるため、許可または届出は不要

19



許可または届出が不要な盛土等 ｜ 通常の営農行為

▍通常の営農行為 (土地の形質の維持に該当する行為)
通常の生産活動並びにほ場管理のための
 耕起、代かき、整地、畝立て
 けい畔の新設・補修・除去
 土壌改良材 (基肥、たい肥等) の投入
 表土の補充
 表土の入れ替え
 農業用暗きょ排水の新設・回収
 樹園地における樹木の改植
 盛土・切土を伴わない荒廃農地の再生 (抜根、整地等)

農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為に該当する場合は、盛土
規制法の規制対象外となるため、許可または届出が不要
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許可または届出が不要な盛土等 ｜ 災害の発生のおそれがないと認められる工事

他法令で許可された行為や、工事の施行に付随して行われる土石の一時堆積
など、災害の発生のおそれがないと認められる工事は、許可または届出が不要

政
令

鉱山保安法：鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置の工事等）
鉱業法：鉱物の採取（認可を受けた施業案の実施に係る工事）
採石法：岩石の採取（認可を受けた採取計画に係る工事）
砂利採取法：砂利の採取（認可を受けた採取計画に係る工事）

省
令

土地改良法：土地改良事業（農業用用排水施設の新設等）
火薬類取締法：火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等
家畜伝染病予防法：家畜の死体等の埋却
廃棄物の処理及び清掃に関する法律：廃棄物の処分等
土壌汚染対策法：汚染土壌の搬出または処理等
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の
汚染への対処に関する特別措置法：廃棄物または除去土壌の保管または処分
森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
国、地方公共団体、一定の国みなし法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
土石の堆積を行う土地の面積が300㎡を超えないもの
工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石または当該工事で発生した土石を当該工事の現場または
その付近に堆積するもの

▍災害の発生のおそれがないと認められる工事 (政令及び省令で規定)

21



許可または届出が不要な盛土等 ｜ 工事現場等における土石の堆積

▍「工事の現場またはその付近」の考え方
① 工事の現場
 工事が行われている土地のこと。請負契約を伴う

工事にあっては、請負契約書や施工計画書等※に
工事現場として位置付けられた土地 (本体の工事
が行われている土地から離れた土地を含む)
※ 発注者による指示書や承認書、発注者との協議関係

書類等の発注者と請負者が取り交わす書類を含む

② 工事現場の付近
 本体の工事現場の主任技術者や安全管理者等が

容易に状況を把握し到達でき、本体の工事現場と
一体的な安全管理が可能な範囲として、工事現場
の隣地や隣地に類する土地 (本体の工事現場から
道路を挟んだ向かいの土地など) が該当

工事の現場またはその付近で、当該工事に使用する土石や当該工事で発生した
土石を一時的に仮置きするものについては、工事と一体的に安全管理がされて
いるため、許可または届出が不要

工事が行われている土地

離れた土地

請負契約書や施工計画書等に工事
現場として位置づけられた土地

工事が行われている土地

隣地に類する土地

隣地

22

許可の特例 ｜ 都市計画法開発許可を受けた盛土等に関する工事

▍都市計画法の開発行為のうち、盛土規制法の規制対象規模に該当する場合の
取扱い

許可不要から許可みなしに変更
 盛土規制法の規定により、定期報告や中間検査、完了後の保全義務等の対象
都市計画法第33条第１項第７号の基準の内容
 都市計画法の規定により、盛土規制法の技術的基準への適合が必要
都市計画法第33条第１項第12号、第13号の適用拡大
 都市計画法の規定により、自己居住用または１ha未満の自己業務用であっても適用対象
是正措置及び罰則の適用
 これまでは都市計画法の是正措置と罰則のみが適用されたが、盛土規制法の是正措置

と罰則も適用

○ 規制開始日 (令和７年４月１日予定) 以降に、都市計画法開発許可を受けた
盛土等に関する工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる
(みなし許可。法第15条第２項または第34条第２項)

○ 許可後の手続き及び規制については、都市計画法のみならず、盛土規制法の
規定も適用されることとなるため、留意が必要

23



４ 盛土規制法に基づく許可申請の手続き

 許可申請から工事完了までの流れ p.26
 許可申請書類及び図面 p.27

− 土地の形質の変更 (盛土・切土)
− 一時的な土石の堆積

 土地所有者等の同意 p.29
 周辺住⺠への事前周知 p.30

− 周知する方法及び内容
− 周知が必要となる範囲

 許可基準への適合 p.32
− 盛土等に伴う災害防止のための技術的基準
− 盛土・切土に関する技術的基準 (政令)
− 一時的な土石の堆積に関する技術的基準 (政令)
− 設計者の資格
− 工事主の資力及び信用
− 工事施行者の能力

24

４ 盛土規制法に基づく許可申請の手続き

 工事の許可にかかる公表 p.40
 現場での標識掲出 p.41
 定期報告 p.42

− 対象規模及び提出書類
− 報告事項

 中間検査 p.44
 完了検査 (または確認) p.45
 許可申請後のその他手続き p.46
 許可申請等にかかる手数料 p.47
 許可申請等の手引き及び技術的基準 p.48
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26

工事完了

 安全基準への適合につい
て現地検査

完了検査 (または確認)

許可申請から工事完了までの流れ
許可申請前 (工事の計画に軽微な変更が生じた場合)

(工事の計画に軽微な変更以外の変更が
生じた場合)

(工事を中止・廃止・再開する場合)

 工事を行う土地の所有者
等全員の同意が必要

土地所有者等の同意

 説明会等の開催等により
工事の内容を周知

周辺住⺠への事前周知

許可申請

 技術的基準への適合
 工事主の資力及び信用
 工事施行者の能力

許可基準への適合

 工事主の氏名、土地の
所在地等を公表

工事の許可にかかる公表

工事着手

 現場の見やすい場所に、
許可を受けた旨の表示

現場での標識掲出

 現場付近の状況写真を
添付して提出

工事着手の届出

盛土規制法で新たに追加された手続き

 工事の施行状況を３か月
ごとに報告

定期報告

 工事完了後に確認困難と
なる工程（排水施設の
設置）について現地検査

中間検査

 工事主や工事施行者、工
期を変更する場合に提出

軽微な変更の届出

 設計変更や新たな土地を
編入する場合に提出

変更許可の申請

 工事の施行状況を把握
するため提出

中止･廃止･再開の届出

工事施行中

※ 申請に当たって、必ず事前にご相談ください。

許可申請書類及び図面 ｜ 土地の形質の変更 (盛土・切土)

No. 書類の種類

1 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の
許可申請書

2 擁壁の構造計算書
3 盛土の安定計算書
4 崖面の安定計算書
5 設計者資格を証する書類
6 土地付近状況写真
7 工事主の証明書類
8 資金計画書

9 土地所有者等の同意を得たことを証する
書類

10 周辺地域住⺠への周知の措置を講じた
ことを証する書類

そ
の
他

自治体が規則で定める書類
・工事主の資力及び信用確認書類
・工事施行者の能力確認書類
・工事主の誓約書
・他法令の許認可等の写し 等

No. 図面の種類
1 位置図
2 地形図
3 土地の平面図
4 土地の断面図
5 排水施設の平面図
6 崖の断面図
7 擁壁の断面図
8 擁壁の背面図
9 崖面崩壊防止施設の断面図
10 崖面崩壊防止施設の背面図

そ
の
他

自治体が規則で定める図面
・排水施設の構造図
・土地の公図の写し
・土地の求積図 等
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許可申請書類及び図面 ｜ 一時的な土石の堆積

No. 書類の種類
1 土石の堆積に関する工事の許可申請書
2 堆積土石の崩壊を防止するための措置

3 土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する
措置

4 土地付近状況写真
5 工事主の証明書類
6 資金計画書

7 土地所有者等の同意を得たことを証する
書類

8 周辺地域住⺠への周知の措置を講じた
ことを証する書類

そ
の
他

自治体が規則で定める書類
・工事主の資力及び信用確認書類
・工事施行者の能力確認書類
・工事主の誓約書
・他法令の許認可等の写し 等

No. 図面の種類
1 位置図
2 地形図
3 土地の平面図
4 土地の断面図
そ
の
他

自治体が規則で定める図面
・土地の公図の写し
・土地の求積図
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土地所有者等の同意

盛土等に関する工事をしようとする土地の区域内の土地について、所有権、
地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利またはその他の使用及び収益を
目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていることが必要

権利名 解説

所有権 物を全面的に支配する物権。法令の制限内で、目的物を自由に使用・
収益・処分できる権利

地上権 他人の土地において、建物などの工作物または竹木を所有するために、
その土地を使用する物権

質権
債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を
債務が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に促すととも
に、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容と
する担保物権

賃借権 賃貸借契約に基づき、賃借人が契約の目的物を使用・収益する権利

使用貸借による権利 当事者の一方が相手方からある物を無償で借りて使用・収益できる
権利

▍使用及び収益を目的とする主な権利
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周辺住⺠への事前周知 ｜ 周知する方法及び内容

▍周知する方法（周知報告書により報告※１ ）
 次のいずれかの方法により実施

① 説明会の開催
② 書面の配布
③ 工事を行う土地またはその周辺

での掲示＋ウェブサイトへの掲載
 特に災害が生じた場合、被害が大きい

と考えられる盛土等の規模もしくは
盛土等を行う土地※２においては、説
明会の開催を必須

▍周知する具体的な内容
（共通事項）
 工事主の氏名または名称
 工事が施行される土地の所在地
 工事施行者の氏名または名称
 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
（盛土・切土の場合）
 盛土または切土の高さ
 盛土または切土をする土地の面積
 盛土または切土の土量
（土石の堆積の場合）
 土石の堆積の最大堆積高さ
 土石の堆積を行う土地の面積
 土石の堆積の最大堆積土量

○ 工事の許可申請を行うに当たって
は、工事の施行に係る土地の周辺
地域の住⺠に対して、工事の内容
を事前周知する必要 (全ての許可
申請が対象)

○ 周知を行った記録等を許可申請書
に添付

※１ 市施行細則や手引きで規定
※２ 渓流等において高さが15ｍを超える盛土をする場合
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周辺住⺠への事前周知 ｜ 周知が必要となる範囲

盛土等の区分 周辺住⺠への周知が必要となる範囲 (参考図)
① 平地盛土
② 切土
③ 土石の堆積

盛土等の境界（法尻）から盛土等の最大高さ
ｈに対して水平距離２ｈ以内の範囲

腹付け盛土 盛土法肩までの高さｈに対して盛土法肩から
下方の水平距離５ｈ以内の範囲

① 高さ15m超の盛土
② 渓流等における盛土 (①を除く)
③ 谷埋め盛土 (①及び②を除く)
④ 腹付け盛土のうち、参考図Ⅱ

の範囲に渓流等の渓床が存在
するもの (①及び②を除く)

下流の渓床勾配が２度以上の範囲

※ 平面的な範囲の目安
(各区分共通)

盛土等が土石流化することを想定し、
法尻の端部から分散角30度を確保した
範囲

○ 周知を行う範囲は、盛土等の区分に応じて以下を参考に設定
○ 具体的な範囲については、工事主が許可担当部署に相談し、不足がないよう

十分な範囲を設定する必要

法尻からの水平距離
Ｌ１≦２ｈ Ｌ１

地盤勾配1/10未満

盛土高
ｈ

法肩から下方の水平距離 Ｌ２
法肩までの

高さｈ
Ｌ２≦５ｈ

渓床勾配２度以上
の範囲 Ｌ３

左表のＬ１〜Ｌ３
のいずれか

法尻の端部

法尻の端部

周知を行う範囲

30度

30度

法
尻

下
流

上
流

法
肩

参考図Ⅰ

参考図Ⅱ

参考図Ⅲ
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許可基準への適合 ｜ 盛土等に伴う災害防止のための技術的基準

○ 許可対象の工事は、盛土等に伴う災害防止のため、政令で定める技術的基準
や国の｢盛土等防災マニュアル ｣に基づき、盛土や擁壁、排水施設の設置等に
関する必要な措置を講じ、安全基準に適合することが必要

○ 甲府市では、国の｢盛土等防災マニュアル｣や山梨県の｢土砂条例｣ における
規定を踏まえ、独自の技術的基準を策定中

▍技術的基準策定の参考となる基準等
 政令で定める技術的基準 (具体的な内容は p.33-34 を参照)
 国「盛土等防災マニュアル」

･･･ https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001611436.pdf
 国「盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方」

･･･ https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001611521.pdf
 盛土等防災研究会「盛土等防災マニュアルの解説」

･･･ 上記「盛土等防災マニュアル」の解説書 ( (株)ぎょうせいより出版)

▍甲府市独自の技術的基準
 策定する技術的基準は、「許可申請等の手引き」とともに市ホームページに掲載
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許可基準への適合 ｜ 盛土・切土に関する技術的基準 (政令)

擁壁等の設置を要さない
崖面には石張等の措置

道路の路面の部分その他の
植栽、芝張り等の措置の必要
がないことが明らかな地表面

地山の勾配が急な
場合は地山の段切り

滑りやすい地盤の補強 (杭等)

地下水排除工 (暗渠排水)

高さ１ｍ超の盛土による崖※を生じる場合等は
擁壁または崖面崩壊防止施設を設置

切土

擁壁

30度超

30度超

30度以下 (崖以外)宅地擁壁

30度超 盛土
(厚さ30cm以下ごとに締固め)

擁壁

盛土等上面の排水勾配 水抜き穴、
排水層設置 盛土内排水層 (水平排水層)

⻘字：技術的基準の改正箇所

※ 「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外のものをいう。

渓流等における盛土や崖面以外の地表面の保護に関する規定等が追加
・盛土箇所の原地盤が不安定な場合や、谷埋め盛土

等の崩落リスクが高い盛土の場合は安定計算に
より安全を確認することを求める

・特に、山間部における河川の流水が継続して
存する土地等における15ｍ超の盛土の場合は、
安定計算を行うことを政令で義務付け

※ マニュアル等で暗渠等の構造について具体的
に記載

崖面以外の地表面には
植栽、芝張り等の措置※
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許可基準への適合 ｜ 一時的な土石の堆積に関する技術的基準 (政令)

※ 全項目、新規に規定イ 堆積する土石の高さが５ｍ以下の場合、当該高さを超える幅の空地の設置

Ｈを超える幅の確保

堆積する土石の高さＨ (５ｍ以下)

地表水を排除
する措置

地表水等による地盤の
緩み等が生じない措置

土地の勾配θ
(1/10以下) 地表水を排除

する措置

土石
柵等 柵等

土石の堆積を行う区域 空地空地

搬入・搬出により
高さが変化

ロ 堆積する土石の高さが５ｍ超の場合、当該高さの２倍を超える幅の空地の設置

２Ｈを超える幅の確保

土石の堆積を行う区域 空地空地

土石
柵等

堆積する土石の高さＨ (５ｍ超)

地表水を排除
する措置

地表水等による地盤の
緩み等が生じない措置

土地の勾配θ
(1/10以下) 地表水を排除

する措置

柵等
搬入・搬出により

高さが変化

※ 「柵等」は、地区内に人がみだりに立ち入らないようにする施設であり、ロープ等も適用可能
「排水施設」は、地表水の流出入を防止できるようであれば素掘り側溝等の簡素な措置とすることも可能

○ 土石の堆積が規制対象に追加されたことにより新たに規定
○ 堆積する土石の高さに応じた空地の確保や地表水を排除する措置等が規定
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許可基準への適合 ｜ 設計者の資格

▍資格を有する者による設計が必要な工事
設計者による設計が必要な工事 根拠法令

ア 高さ５ｍ超の擁壁を設置する工事
イ 盛土または切土をする土地の面積が1,500㎡超の場合において排水施設を設置する工事

法第13条第２項
政令第21条各号

▍具体的な資格と必要な書類
設計者の資格 資格を証する書類

① 大学 (短期大学を除く) の土木・建築課程を卒業後、土木・建築に関する２年以上の
実務経験を有する者

・卒業証明書
・実務経験証明書

② 短期大学 (３年生) の土木・建築課程を卒業後、土木・建築に関する３年以上の実務
経験を有する者

③ 短期大学 (②の者を除く) 、高等専門学校、旧制専門学校の土木・建築課程を卒業後、
土木・建築に関する４年以上の実務経験を有する者

④ 高等学校、旧制中学校の土木・建築課程を卒業後、土木・建築に関する７年以上の
実務経験を有する者

⑤ 土木・建築に関する10年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣の認定する講習を
修了した者

・講習会修了証書
・実務経験証明書

○ 盛土・切土に伴い、一定規模以上の擁壁や排水施設を設置する工事は、資格
を有する者 (以下「設計者」という。) により設計することが必要

○ 許可申請に当たっては、設計者の資格を証する書類を提出
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許可基準への適合 ｜ 工事主の資力及び信用【資力】

▍工事主が法人の場合
（省令で規定されている書類）
 資金計画書

（市施行細則や手引きで規定する書類）
 直前３年の各事業年度における貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、個別注記表

 法人税の納付すべき額及び納付済額を
証する書類

 事業経歴書
 預金残高証明書
 資金借入または融資証明書
 その他

▍工事主が個人の場合
（省令で規定されている書類）
 資金計画書

（市施行細則や手引きで規定する書類）
 資産に関する調書
 直前３年の所得税の納付すべき額及び

納付済額を証する書類
 預金残高証明書
 資金借入または融資証明書
 その他

○ 工事主が工事を完成するため必要な資力を有している場合にのみ許可
○ 工事主の資力を確認するために、以下の書類を許可申請書に添付して提出
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▍工事主が法人の場合
（省令で規定されている書類）
 登記事項証明書
 役員の住⺠票もしくは個人番号カード

の写し等

（市施行細則や手引きで規定する書類）
 誓約書 (p.38 を参照)
 その他
（右記※に該当する場合）
 住⺠票もしくは個人番号カードの写し
 株式の数又は当該出資をしている者の

なした出資の金額が確認できる書類

▍工事主が個人の場合
（省令で規定されている書類）
 住⺠票もしくは個人番号カードの写し等

（市施行細則や手引きで規定する書類）
 誓約書 (p.38 を参照)
 その他

○ 工事主が工事を完成するため必要な信用を有している場合にのみ許可
○ 工事主の信用 (本人確認を含む) を確認するために、以下の書類を許可申請書

に添付して提出

※ 発行済株式総数の100分の５以上の株式
を有する株主又は出資の額の100分の５
以上の額に相当する出資をしている者
があるとき

許可基準への適合 ｜ 工事主の資力及び信用【信用】
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▍工事主及び工事主の役員等※がいずれにも該当しないことを確認
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 盛土規制法または同法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、または執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
 盛土規制法第12条、第16条、第30条または第35条の許可を取り消され、その取り消し

の日から５年を経過しない者 (当該許可を取り消された者が法人である場合において
は、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日
以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年を経過しない者を含む。)

 その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の
理由がある者

 甲府市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等
※ 会社の役員、発行済み株式総数の100分の５以上の株式を有する株主及び出資の額の100分の

５以上の額に相当する出資をしている者等

○ 信用に関する書類の一つとして、誓約書の提出 （市施行細則や手引きで規定）
○ 誓約書は、次のいずれにも該当しないことを誓約する書類

許可基準への適合 ｜ 工事主の資力及び信用【誓約書】
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許可基準への適合 ｜ 工事施行者の能力

工事施行者が次に該当することを確認
当該工事の難易度に対して、過去の事業実績等から工事を完成することが可能と
考えられること

▍工事施行者が法人の場合
（市施行細則や手引きで規定する書類）
 法人の登記事項証明書
 事業経歴書
 建設業許可証明書
 その他

▍工事施行者が個人の場合
（市施行細則や手引きで規定する書類）
 住⺠票もしくは個人番号カードの写し等
 事業経歴書
 その他

○ 工事施行者が工事を完成するために必要な能力を有している場合にのみ許可
○ 工事施行者の能力を確認するために、以下の書類を許可申請書に添付して

提出
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工事の許可にかかる公表

▍公表対象となる工事
 規制開始日以降に許可した盛土等に関

する工事
 規制開始日以降に特定盛土等規制区域

内で届出のあった盛土等に関する工事
 規制開始時に着手済みであり届出が行

われた盛土等に関する工事
▍公表の方法
 市ホームページに掲載

▍公表する具体的な内容
（共通事項）
 工事が施行される土地の位置図
 工事の許可年月日及び許可番号

または工事の届出年月日
 工事施行者の氏名または名称
 工事の着手年月日及び完了予定年月日
（盛土・切土の場合）
 盛土または切土の高さ
 盛土または切土をする土地の面積
 盛土または切土の土量
（土石の堆積の場合）
 土石の堆積の最大堆積高さ
 土石の堆積を行う土地の面積
 土石の堆積の最大堆積土量

○ 盛土等に関する許可を受けた全て
の工事と、届出のあった工事
(下記参照) は公表の対象

○ 市⺠などが不法・危険な盛土等を
認識しやすい環境を整備
することを目的に規定
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現場での標識掲出

▍標識の大きさ等

▍標識に記載する具体的な内容
（共通事項）
 工事主の氏名または名称及び住所並びに法人において

はその代表者の氏名
 工事の許可年月日及び許可番号

または工事の届出年月日
 工事施行者の氏名または名称
 現場管理者の氏名または名称
 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
 工事を行う土地の区域の見取図
 工事に係る問合せを受けるための工事関係者の連絡先
 許可または届出を担当した市の担当部局の名称及び

連絡先

（盛土・切土の場合）
 盛土または切土の高さ
 盛土または切土をする土地の面積
 盛土または切土の土量

（土石の堆積の場合）
 土石の堆積の最大堆積高さ
 土石の堆積を行う土地の面積
 土石の堆積の最大堆積土量

○ 許可を受けた工事主及び届出をし
た工事主は、工事現場の⾒やすい
場所に、必要事項を記載した標識
を掲出する必要

○ 許可の特例 (みなし許可) を受けた
工事も対象

(記載内容は右記参照)

90cm以上

70
cm

以
上

50
cm

以
上
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行
為

宅地造成等工事規制区域
特定盛土等規制区域 共通 イメージ図

土
地
の
形
質
の
変
更
（
盛
土
・
切
土
）

① 盛土で高さが２ｍ超の崖を生ずるもの

② 切土で高さが５ｍ超の崖を生ずるもの

③ 盛土と切土を同時に行い、高さが５ｍ
超の崖を生ずるもの
(①、②を除く)

④ 盛土で高さが５ｍ超となるもの
(①、③を除く)

⑤ 盛土または切土をする土地の面積が
3,000㎡超となるもの
(①〜④を除く)

一
時
的
な
土
石
の
堆
積

⑥ 最大時に堆積する高さが５ｍ超かつ
面積が1,500㎡超となるもの

⑦ 最大時に堆積する面積が3,000㎡超
となるもの
(⑥を除く)

定期報告 ｜ 対象規模及び提出書類

○ 許可を受けた盛土等に関する工事
のうち、右表に示す規模以上の
ものは定期報告が必要

○ 工事着手から３か月ごとに、報告
の時点における土地付近状況写真
を添付して提出

▍定期報告書及び添付書類
書類名

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書※

土石の堆積に関する工事の定期報告書※

報告の時点における土地付近状況写真

擁壁等に関する工事の施行状況を明らかにする写真※

盛土に用いた土石の性質を明らかにする写真※

災害の防止に関する措置の状況を明らかにする写真※

※ 工事の安全性を確認するために市施行細則や手引きで規定

高さ

盛土

切土

高さ

切土 高さ

切土
盛土

高さ

盛土

(崖を生じないもの)

盛土 切土

面積

(盛土または切土のみの場合も含む)

高さ

面積

面積
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定期報告 ｜ 報告事項

（共通事項）
 工事が施行される土地の所在地
 工事の許可年月日及び許可番号
 前回の報告年月日 (２回目以降の場合)

（盛土・切土の場合）
 報告の時点における盛土または切土の

高さ
 報告の時点における盛土または切土の

面積
 報告の時点における盛土または切土の

土量
 報告の時点における擁壁等に関する

工事の施行状況

（土石の堆積の場合）
 報告の時点における土石の堆積の高さ
 報告の時点における土石の堆積の面積
 報告の時点における堆積されている

土石の土量
 前回の報告の時点から新たに堆積され

た土石の土量及び除却された土石の
土量

工事着手から３か月ごとに、報告の時点における次の事項を定期報告書に記載
して提出
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行
為

宅地造成等工事規制区域
特定盛土等規制区域 共通 イメージ図

土
地
の
形
質
の
変
更
（
盛
土
・
切
土
）

① 盛土で高さが２ｍ超の崖を生ずるもの

② 切土で高さが５ｍ超の崖を生ずるもの

③ 盛土と切土を同時に行い、高さが５ｍ
超の崖を生ずるもの
(①、②を除く)

④ 盛土で高さが５ｍ超となるもの
(①、③を除く)

⑤ 盛土または切土をする土地の面積が
3,000㎡超となるもの
(①〜④を除く)

中間検査

※ 一時的な土石の堆積は、中間検査の対象外だが、必要に応じて
工事の進捗状況を確認することがある

▍特定工程と中間検査の関係
特定工程 盛土をする前の地盤面または
切土をした後の地盤面に排水施設を設置
する工程
中間検査 暗渠排水管等の
敷設状況を確認
特定工程後の工程 排水施設の周囲を
砕石その他の資材で埋設する工程

○ 許可を受けた盛土・切土に関する
工事のうち、右表に示す規模以上
のものは中間検査の受検が必要

○ 特定工程に係る工事を終えたとき
に中間検査を実施し、合格しない
とその後の工程に着手できない

様式番号 書類名
別記様式第十三 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書

- 特定工程に係る工事の内容を明示した平面図

▍中間検査申請書及び
添付書類

高さ

盛土

切土

高さ

切土 高さ

切土
盛土

高さ

盛土

(崖を生じないもの)

盛土 切土

面積

(盛土または切土のみの場合も含む)
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完了検査 (または確認)

▍完了検査 (または確認) の流れ
 当該工事を完了したときは、申請者は、工事が完了

した日から４日以内に「完了検査申請書」(または
「確認申請書」) を提出

 許可権者は、許可基準に適合していることを確認
するため、完了検査 (堆積されていた全ての土石が
除去されているかどうか確認) を実施

 完了検査に合格した (土石の除去が確認できた) 場合
は、申請者に「検査済証」(「確認済証」) を交付

▍都市計画法開発許可を受けた工事の取扱い
 都市計画法第36条の規定による「検査済証」を

もって、盛土規制法に基づく完了検査を受けた
ものとみなされる

○ 許可を受けた全ての盛土等に関する工事について、当該工事を完了したとき
は、完了検査 (または確認) を受ける必要

○ 都市計画法開発許可を受け、盛土規制法の許可みなしとされた工事について、
盛土規制法に基づく完了検査を別途受けることは不要

▍完了検査申請書 (または
確認申請書) 及び添付書類

様式番号 書類名
別記様式

第九
宅地造成又は特定盛土等に
関する工事の完了検査申請書

別記様式
第十一

土石の堆積に関する工事の
確認申請書

(任意
様式)

土地付近状況写真※ (工事の
完了が確認できるもの)

※ 工事の安全性を確認するために市施行細則
や手引きで添付書類を規定

土地の形質の変更 (盛土・切土) ⇒「完了検査」
一時的な土石の堆積 ⇒「確認」
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許可申請後のその他手続き

▍工事着手の届出
 当該工事に着手したときは、申請者は

「工事着手届出書」を提出
 工事着手届出書には、土地付近状況

写真 (現場での標識の掲出状況が
分かるもの) を添付

▍中止・廃止・再開の届出
 当該工事を中止し、もしくは廃止しよ

うとするとき、または中止した工事を
再開しようとするときは、申請者は、
「中止・廃止・再開届出書」を提出

○ 許可を受けた全ての盛土等に関する工事について、工事の進捗状況を把握
するため、工事着手の届出と中止・廃止・再開の届出を提出する必要
(市施行細則で規定)

○ 工事の計画に変更が生じる場合は、軽微な変更の届出または変更許可申請を
行う必要

▍軽微な変更の届出または変更許可
申請

 軽微な変更に該当する場合は、変更の
届出、該当しない場合は、変更許可
申請を行う必要

軽微な変更に該当するもの
・工事主、設計者または工事施行者の

氏名もしくは名称または住所の変更
・工事の着手予定年月日または完了

予定年月日の変更
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許可申請等にかかる手数料

※ 手数料 (案) は甲府市議会 (令和７年３月定例会) に上程
(議決後、市ホームページに掲載)

○ 盛土等に関する工事の許可申請等に当たっては、甲府市手数料条例に基づき、
手数料の納付が必要

○ 中間検査申請手数料は、都市計画法開発許可を受けた工事 (みなし許可) にも
適用

許可申請手数料 (法第12条第１項または
第30条第１項)
 工事の種別 (盛土・切土、土石の堆積) 

と工事を行おうとする土地の面積別に
金額を設定

 許可後の定期報告の受理及び完了検査
等の実施にかかる事務を含む手数料

変更許可申請手数料 (法第16条第１項
または第35条第１項)
 工事の設計の変更、新たな土地の編入を

伴う変更、その他の変更に区別して金額
を設定

 変更許可を申請するごとに納付が必要

中間検査申請手数料 (法第18条第１項
または第37条第１項)
 中間検査を申請するごとに納付が必要

適合証明書交付申請手数料 (省令第88条)
 建築確認申請などにおいて、盛土規制法

に適合した工事であることの証明書の
交付を申請する際に納付が必要
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許可申請等の手引き及び技術的基準

▍許可申請等の手引き｜目次 (案)
 盛土規制法の目的
 用語の定義
 盛土等に関する工事の許可・届出の

概要
 許可が必要な工事
 許可申請の手続きの流れ、必要書類
 届出が必要な工事
 届出の手続きの流れ、必要書類
 巻末資料 (様式、チェックリスト) 等

▍技術的基準｜目次 (案)
 地盤について講ずる措置
 擁壁の設置
 崖面崩壊防止施設の設置
 崖面及びその他の地表面について

講ずる措置
 排水施設の設置
 土石の堆積に関する工事
 工事中の防災対策 等

○ 盛土規制法に基づく規制開始に伴い、盛土等に関する工事の許可申請または
届出が必要

○ 許可申請や届出等の 各種手続きの概要 や 様式 、チェックリスト などを
とりまとめた 許可申請等の手引きを策定 し、市ホームページ に掲載

○上記手引きとともに、甲府市独自の技術的基準を策定し、市ホームページに
掲載
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５ 盛土等に関する工事の許可・届出の窓口と事務の流れ

 盛土規制法に関する甲府市の窓口 p.50

 許可申請または届出の必要／不要の確認フロー p.51

 都市計画法開発許可を受けた工事の流れ p.52
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盛土規制法に関する甲府市の窓口

 宅地造成等工事規制区域 及び 特定盛土等規制区域 の確認
 盛土等に関する工事の事前相談から完了までの手続きの対応
 都市計画法の開発許可※を受け、盛土規制法の許可みなしとされた

工事の定期報告、中間検査の受付及び実施
※都市計画法の開発許可担当課は、まちづくり部都市計画課

 その他お問い合わせ
盛土規制法に関してご不明な点等がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
また、盛土等の現場に標識がないなど、不審な盛土等を見掛けましたら、
ご一報をお願いします。

産業部 農林振興室 林政課 （本庁舎８階）
TEL：055-298-4837【直通】 FAX：055-227-8065

50

土地の形質の変更 (盛土・切土) のイメージ図

一時的な土石の堆積のイメージ図

災害の発生のおそれがないと認められる工事に該当する

工事の規模は、以下の①〜⑦のいずれかに該当する
＜土地の形質の変更 (盛土・切土) ＞

① 盛土で高さ１ｍ超の崖
② 切土で高さ２ｍ超の崖
③ 盛土と切土を同時に行って、高さ２ｍ超の崖

(①、②を除く)
④ 盛土で高さ２ｍ超 (①、③を除く)
⑤ 盛土または切土の面積500㎡超 (①〜④を除く)

＜一時的な土石の堆積＞
⑥ 堆積の高さ２ｍ超かつ面積300㎡超
⑦ 堆積の面積500㎡超

規制開始後に
都市計画法開発許可
を受けた

許可を受けた
ものとみなす

許可申請
必要

工事の場所は、宅地造成等
工事規制区域内である

許可申請
不要

届出
必要

工事の規模は、以下の①〜⑦のいずれかに該当する
＜土地の形質の変更 (盛土・切土) ＞

① 盛土で高さ２ｍ超の崖
② 切土で高さ５ｍ超の崖
③ 盛土と切土を同時に行って、高さ５ｍ超の崖

(①、②を除く)
④ 盛土で高さ５ｍ超 (①、③を除く)
⑤ 盛土または切土の面積3,000㎡超 (①〜④を除く)

＜一時的な土石の堆積＞
⑥ 堆積の高さ５ｍ超かつ面積1,500㎡超
⑦ 堆積の面積3,000㎡超

いいえ

はい

はい (①〜⑤に該当) はい (⑥⑦に該当)

いいえ

いいえ

はい

いいえ
いいえ

はい

※ 宅地造成等工事規制区域の許可対象規模

※ 特定盛土等規制区域の許可対象規模

はい

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦
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許可申請または届出の必要／不要の確認フロー



盛土規制法の規定により発生する手続き

都市計画法開発許可を受けた工事の流れ

許可申請前 (工事の計画に軽微な変更が生じた場合)

(工事の計画に軽微な変更以外の変更が
生じた場合)

(工事を廃止する場合)

 開発区域内の全ての
権利者の同意が必要

開発区域内権利者の同意

 隣接者や地元、関係機関に
説明し、同意が必要

隣接者・地元等の同意

許可申請

 技術的基準への適合
 申請者の資力及び信用
 工事施行者の能力

許可基準への適合

 許可に係る土地の情報を
登録

開発登録簿の調製・保管

工事着手

 現場の見やすい場所に、
許可を受けた旨の表示

現場での標識掲出

 工程表等を添付して提出
工事着手の届出

 工事の施行状況を３か月
ごとに報告

定期報告

 工事完了後に確認困難とな
る工程（排水施設の設置）
について現地検査

中間検査

 工事施行者、工期等を変更
する場合に提出

軽微な変更の届出

 設計変更や新たな土地を
編入する場合に提出

変更許可の申請

 工事の施行状況を把握する
ため提出

廃止の届出

工事完了

 安全基準への適合について
現地検査

完了検査

工事施行中

都市計画法開発許可を受け盛土規制法の許可みなしとされた工事は、都市計画
法の手続きに加え、現場での標識掲出や定期報告、中間検査が追加で義務付け
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６ 不法・危険盛土等に対する罰則

 盛土規制法に基づく監督処分と改善命令 p.54

 盛土等に関する工事の関係者の定義 p.55

 盛土規制法における主な違反行為及び罰則規定 p.56
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盛土規制法に基づく監督処分と改善命令
監督処分 不法盛土等

対象となる盛土等 盛土規制法の許可の対象であり、許可制度上の違反がある盛土等
（無許可工事、技術的基準違反の盛土等）

命令の相手方
工事主、工事施行者（許可の取消し、工事の停止命令、災害防止
措置命令）、土地所有者等（工事が行われた土地の使用禁止・制限、
災害防止措置命令）

特徴 従来の土地利用規制に関する法令や条例にも規定されていたが、
命令違反に対する罰則はこれまでよりも高い水準に強化

改善命令 危険盛土等

対象となる盛土等
盛土規制法の許可制度の対象外であるものの、危険性のある盛土等
（規制開始前に工事着手した盛土等、工事着手時期が不明な盛土等、
届出対象の盛土等、適用除外対象行為に該当する盛土等）

命令の相手方
土地所有者等、工事主、工事施行者（災害防止のため必要な措置の
勧告）、土地所有者等、原因行為者（災害の発生のおそれが大きい
ときの改善命令）

特徴
・盛土規制法の制定により、追加された規定
・盛土規制法では、盛土等が行われた土地の保全義務を土地所有者

等に課しており、改善命令の対象となり得る
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盛土等に関する工事の関係者の定義
関係者 定義

工事主 宅地造成、特定盛土等もしくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者または
請負契約によらないで自らその工事をする者

請負人 請負契約において、仕事を完成する義務を負う人

工事施行者 宅地造成、特定盛土等もしくは土石の堆積に関する工事の請負人または請負契約に
よらないで自らその工事をする者

占有者 「盛土等が行われている土地を事実上支配する者」であり、当該土地における盛土等
の工事に関わる者や工事後に土地を使用している者

現場管理者 工事主のもと現場を管理する者
工事従事者 現場管理者のもと工事に従事する者
工事主等 工事主、工事の請負人（請負工事の下請人を含む）または現場管理者
管理者 土地を管理する者を広く意味し、所有者、占有者と重なることもある
土地所有者 土地の所有者
土地所有者等 土地の所有者、管理者または占有者

原因行為者
土地所有者以外の者で、宅地造成等に関する不完全な工事その他の行為によって災害
の発生のおそれが生じたことが明らかである行為をした者（過去の土地所有者等も含
む。その行為が隣地における土地の形質変更または土石の堆積であるときには、その
土地の所有者を含む。）
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盛土規制法における主な違反行為及び罰則規定

違反行為 条項 対象
法定刑 法人重科

懲役 罰金 罰金

無許可工事 法第55条第１項第１号
〔法第55条第１項第２号〕

許可を受けずに盛土等に関する
工事をした者

３年
以下

1,000万円
以下

３億円以下
(法第60条第１号)

虚偽申請 法第55条第１項第３号 偽りその他不正な手段により許可
を受けた者

３年
以下

1,000万円
以下

３億円以下
(法第60条第１号)

立入検査
拒否等 法第56条第４号 立入検査を拒み、妨げ、または

忌避した者
１年
以下

300万円
以下

300万円以下
(法第60条第３号)

報告徴取
拒否等 法第58条第５号 報告徴取で報告をせず、または

虚偽の報告をした者
６月
以下

300万円
以下

300万円以下
(法第60条第３号)

命令違反
(監督処分) 法第55条第１項第４号 監督処分に違反した者 ３年

以下
1,000万円
以下

３億円以下
(法第60条第１号)

命令違反
(改善命令) 法第56条第３号

改善命令に違反した者、法第27条
第１項の規定による届出に対する
勧告に違反した者

１年
以下

300万円
以下

１億円以下
(法第60条第２号)

技術的基準
違反 法第55条第２項及び第３項 技術的基準に違反して工事の設計

をした者等
３年
以下

1,000万円
以下

３億円以下
(法第60条第１号)

中間検査・
完了検査違反 法第56条第１号

完了検査 (土石の堆積の場合は
確認) 、中間検査を申請せず、また
は虚偽の申請をした者

１年
以下

300万円
以下

300万円以下
(法第60条第３号)
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７ 盛土規制法の規制開始時における届出等の手続き

 盛土等に関する工事の届出一覧 p.58

 規制開始時における着手済み工事の届出 p.59

 盛土規制法に基づく規制開始前後の p.60
許可・届出のイメージ

 よくある質問 p.61
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盛土等に関する工事の届出一覧

○ 特定盛土等規制区域内で行う一定規模以上の工事は届出が必要
○ 擁壁等を除却する工事や公共施設用地から宅地または農地等への転用を行う

場合も届出が必要
○ 規制開始時において着手済みの一定規模以上の工事は届出が必要

規制開始時における着手済み工事の
届出 (法第21条第１項または第40条第１項)
 規制開始時において、すでに工事に着手

している場合は届出が必要
 届出を超える変更が生じる場合、別途

許可申請の必要あり

擁壁等を除却する工事の届出 (法第21
条第３項または第40条第３項)
 高さが２ｍ超の擁壁または崖面崩壊

防止施設、地表水等を排除するための
排水施設、地すべり抑止ぐい等の除却
工事を行う場合は届出が必要

 別途工事の許可を受けている場合、
届出は不要

公共施設用地から宅地または農地等へ
の転用の届出 (法第21条第４項または第40
条第４項)
 公共施設用地を宅地または農地に転用し

た日から14日以内に届出が必要

特定盛土等規制区域内で行う盛土等
に関する工事の届出 (法第27条第１項)
 許可対象規模未満で一定規模以上の

工事が対象 (p.18 を参照)
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行
為

宅地造成等工事規制区域
特定盛土等規制区域 共通 イメージ図

土
地
の
形
質
の
変
更
（
盛
土
・
切
土
）

① 盛土で高さが１ｍ超の崖を生ずるもの

② 切土で高さが２ｍ超の崖を生ずるもの

③ 盛土と切土を同時に行い、高さが２ｍ
超の崖を生ずるもの
(①、②を除く)

④ 盛土で高さが２ｍ超となるもの
(①、③を除く)

⑤ 盛土または切土をする土地の面積が
500㎡超となるもの
(①〜④を除く)

一
時
的
な
土
石
の
堆
積

⑥ 最大時に堆積する高さが２ｍ超かつ
面積が300㎡超となるもの

⑦ 最大時に堆積する面積が500㎡超
となるもの

高さ

盛土

切土

高さ

切土 高さ

切土
盛土

高さ

盛土

(崖を生じないもの)

盛土 切土

面積

(盛土または切土のみの場合も含む)

高さ

面積

規制開始時における着手済み工事の届出

規制開始日 (令和７年４月１日予定)
より前に着手※している、一定規模
以上の盛土等は、規制開始日から
21日以内に届出が必要 (法第21条第１
項または第40条第１項)
※ 着手とは、設計図書と照合するための杭の

設置や地表の掘削など、土地の形質の変更
を伴う行為のこと。工事のための労務者の
雇入れや資材の準備等は着手とはならない

▍届出が必要な工事は盛土等の高さ
や面積で判断

 許可申請と同様に、盛土・切土、土石
の堆積に関する工事で、右表に示す
規模以上のものは、届出が必要
届出申請には、写真や位置図、地形図、
平面図、標準横断図などの添付も必要

 盛土規制法の規制対象外や許可不要
工事に該当する場合、届出は不要 面積
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盛土規制法に基づく規制開始前後の許可・届出のイメージ
盛土規制法に基づく規制開始

令和７年４月１日予定

工
事
着
手

都
市
計
画
法
開
発
許
可
の
対
象

規
制
開
始
後

に
工
事
着
手

許
可

(

都
計
法)

許
可
申
請

(

都
計
法)

工
事
着
手

定
期
報
告

(

盛
土
法)

中
間
検
査

(

盛
土
法)

完
了
検
査

(

都
市
法)

許
可
申
請

(

盛
土
法)

許
可

(

盛
土
法)

完
了
検
査

(

盛
土
法)

盛土規制法許可
まで工事着手不可

盛土規制法（盛土法）に基づく手続き
都市計画法（都計法）に基づく手続き

都
市
計
画
法

開
発
許
可
以
外

規
制
開
始
前

に
工
事
着
手

完
了
届
出

(

盛
土
法)

届
出

(

盛
土
法)

工
事
着
手

届出を超える変更が
生じる場合は許可必要

21日以内※

規
制
開
始
前

に
工
事
着
手

許
可

(

都
計
法)

工
事
着
手

許
可
申
請

(

都
計
法)

完
了
検
査

(

都
計
法)

届
出

(

盛
土
法)

完
了
届
出

(

盛
土
法)

届出を超える変更が
生じる場合は許可必要

21日以内※

規
制
開
始
後

に
開
発
許
可

完
了
検
査

(

都
計
法)

許
可
申
請

(

都
計
法)

許
可

(

都
計
法)

工
事
着
手

定
期
報
告

(

盛
土
法)

中
間
検
査

(

盛
土
法)

みなし許可
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工事着手：設計図書と照合するための杭の設置や地表の掘削など、土地の形質の変更を伴うものをいいます。
労務者の雇入れや資材の準備等は着手とはみなされません。

パ
タ
ー
ン
１

パ
タ
ー
ン
２

パ
タ
ー
ン
３

パ
タ
ー
ン
４

※ 令和７年４月２１日まで
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よくある質問

昔から継続して工事を実施していますが、届出をする必要はありますか？
「3 届出が必要な盛土等の規模」に該当する工事を行っている場合は、届出が必要です。

規制開始日より前に事業を計画しましたが、まだ工事に着手していません。
届出をする必要はありますか？
規制開始日以降の工事着手となる場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。

規制開始日より前に都市計画法の開発許可を受けています。
届出をする必要はありますか？
規制開始日より前に工事に着手済みで「３ 届出が必要な盛土等の規模」に該当する
場合は、届出が必要です。
工事に着手していない場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。

Ｑ１
Ａ１

Ｑ２

Ａ２

Ｑ３

Ａ３


